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身体障害が重複する場合 

例：脳血管疾患後の麻痺と失語症 
 

それぞれ身体障害者手帳を申請すると・・・ 

 麻痺→肢体不自由（上肢○級、下肢△級等） 

 失語症→音声・言語機能障害（3級または4級） 

 1冊の手帳に併記される。 
 

実際には・・・ 

 ２つ以上の身体障害がある場合、言語以外で手帳を取得して
いることが多い。 

  言語障害以外での身障手帳取得者214人/486人= 44％ 

  言語障害での身障手帳取得者47人/「会話が全くできない」120人= 39％ 

               全国失語症友の会連合会 

「失語症の人の生活のしづらさに関する調査」平成25年3月  

 

 

 

 

 

 

 



身体障害者手帳の「障害名」 

 

 

 

 

 



身体障害者手帳の交付対象となる障害 
身体障害者福祉法 別表 

• 視覚障害 

• 聴覚障害または平衡機能障害 

• 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 

• 肢体不自由（上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動機能障害） 

• 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸の機能の障害 

• ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害 
 



身体障害者福祉法第１５条指定医師について 

障害区分 診療科名 

音声・言語機能障害 
耳鼻咽喉科・気管食道科・神経内科・リハビ
リテーション科・脳神経外科・内科・形成外
科 

肢体不自由 
整形外科・外科・内科・小児科・リハビリ
テーション科・脳神経外科・小児外科・神経
内科・リウマチ科・形成外科 

• 身体障害者手帳を申請する場合は、身体障害者福祉法第１５条により、
都道府県知事の指定する医師の診断書が必要である。 

• この指定は障害ごとに定められており、指定を受けていない医師が書い
た診断書や指定医師が書いてはいるが、その医師が指定を受けていな
い障害について書いた診断書は無効となる。 





合計指数の算定方法 

障害等級  指数  

1級  18 

2級  11 

3級  7  

4級  4  

5級  2  

6級  1  

7級  0.5 

例１：上肢2級（11）＋下肢4級（4）＋言語4級（4）で1級（>18） 
例２：上肢3級（7）＋言語4級（4）で2級（11～17）。 

出典：身体障害認定基準及び認定要領―解釈と運用 



障害等級の合計指数に応じた認定等級 

合計指数  認定等級  

18以上  1級  

11～17 2級  

 7～10  3級  

4～6  4級  

2～3  5級  

1 6級  

出典：身体障害認定基準及び認定要領―解釈と運用 


